
（差し替え資料） 

２０２５年度（令和７年度） 第１回藤沢市ケアラー支援協議会 次第 

 

 

日 時  ２０２5年（令和 7年）５月１９日（月） 

１６時３０分から１８時１５分まで 

会 場  藤沢市役所本庁舎６階 ６－１会議室及びオンライン 

 

 

１ 開 会（３５分_16：30～17：05）※（ ）内は、目安時間 

（１）委嘱式（2分） 

 

（２）市長挨拶（3分） 

 

（３）資料等の確認（2分） 

 

（４）委員及び事務局等自己紹介（20分） 

 

（５）会長及び副会長の選出（8分） 

 

 

２ 議 題 

（１）市からの報告事項（1５分_17：05～17：20） 

ア 条例及び協議会について【資料１】【資料２】（７分） 

イ 令和７年度年間スケジュールについて【資料３】（３分） 

ウ 質疑応答（５分） 

 

（２）情報交換について（50分_17：20～１８：07） 

ア （仮称）ケアラー支援計画について【資料 4】【資料 5】（５分） 

イ 各種調査からのケアラーの状況と着目すべき点について 

【資料 6】（7分） 

ウ 意見交換（35分） 

 

（３）その他（４分_18：07～18：11） 

 

 

３ 閉 会（１分_18：11～18：15） 

・事務連絡 

 



（差し替え資料） 

＜資料等＞ 

・2025年度（令和 7年度） 藤沢市ケアラー支援協議会委員等名簿 

・【資料 1】 条例について 

・【資料 2】 協議会について 

・【資料 3】 ケアラー支援協議会関連スケジュール 

・【資料 4】 （仮称）藤沢市ケアラー支援計画イメージ 

・【資料 5】 他自治体の計画における課題の把握状況と基本方針 

・【資料 6】 各種調査からのケアラーの状況と着目すべき点について（調査抜粋） 

・【参考 1】 条例：藤沢市条例第 46 号 ケアをされる人もする人も自分らしい生き方がで

きる藤沢づくり条例 

・【参考 2】 規則 41号 藤沢市ケアラー支援協議会規則 

・【参考 3】 鎌倉市地域福祉計画 目標６「ケアラーへの支援」 

・【参考 4】 鎌倉市地域福祉計画推進状況報告書（令和 5年度実施分）【抜粋】 

 

 

【次回開催】                         

２０２５年（令和７年）７月１日（水）           

１０時３０分から正午まで                  

藤沢市役所本庁舎８階 ８－１・８－２会議室 

 

以 上 



（差し替え資料）

№ 氏 名 （ 敬 称 略 ） 選 出 母 体 等
選出区分

【規則第5条】

1 大西　剛 藤沢市地域包括支援センター連絡協議会

2 長岡　豊和 藤沢市居宅介護支援事業所連絡協議会

3 深見　勝弘 藤沢市障がい児者ヘルパー事業所連絡会

4 山田　大悟 特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク

5 和田　健太郎 藤沢市精神障がい者地域生活支援連絡会

6 大慈　めぐみ 藤沢市訪問看護ステーション連絡協議会

7 北野　範之 藤沢市社会福祉協議会　CSW総括

8 松本　眞理子 藤沢市民生委員児童委員協議会

9 後藤　智子 小学校長会（天神小学校）

10 大川 千幸 中学校長会（高倉中学校）

11 伊草　光一 若年性認知症本人と家族の会『絆会』

12 樅山　枝里 ひとりやないで！～統合失調症の親と向き合う子向け家族会～

13 中澤　美子 チャレンジⅡご家族向け日中活動事業からの紹介者

14 田中　誠実 藤沢商工会議所 市内企業に属する者

15 興邊　義人 湘南地域連合 労働者団体に属する者

16 青木　由美恵 関東学院大学看護学部 学識経験のある者

№ 氏　　名 所　　属

1 井出　猛 福祉部　福祉事務所　兼　生活援護課

2 田口　真由美 福祉部　障がい者支援課

3 山中　信正 福祉部　高齢者支援課

4 黒坂　稔之 教育部　教育指導課

№ 氏　　名 所　属　等

1 古郡　亘幸 福祉部長

2 横田　隆一

3 髙橋　伸明

4 宮治　亮子

5 木村　雄介

6 上村　光代

7 鎌田　実

8 高比良　幸加梨

9 鎌田　雄太

10 鈴木　憲二郎 福祉部　福祉総務課

関係機関及び民間支援団体
に属する者

ケアラーまたは元ケアラー

福祉部　地域福祉推進課

＜委員＞

＜オブザーバー＞

＜事務局＞

2025年度（令和7年度）　藤沢市ケアラー支援協議会委員等　名簿
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11 鶴井　真保 子ども青少年部　こども家庭センター

12 中村　佳奈 健康医療部　保健予防課

13 吉澤　宏直 経済部　産業労働課

14 髙瀬　有希 教育部　教育総務課



（当日追加資料）

委員氏名 所属団体等 これまで藤沢市で行ってきた取組について 所属団体等でケアラーに関して実施している取組について その他（委員会に参加する意気込み等）

大西　剛
藤沢市湘南台
地域包括支援センター

○昨年度から藤沢型地域包括ケアシステム推進会議に参加kさせてもらっています。
○ヤングケアラーの方との関わりはほとんどないですが、それ以外のケアラーの支援には関わることが多
いです。

○参加せていただく中で、知識を深め、少しでの委員としての役
割が果たせればと思っています。

長岡　豊和
藤沢市居宅介護支援事業
所連絡協議会

○ケアマネとして、日々、随時、市役所関係機関と連携しています。
○介護保険課と毎年「介護の日」を開催しています。

○ケアマネとしては高齢者支援が中心ですが、介護者の支援として勉強会や民生委員さんと連携などに努
めております。

○できるかぎり会場にて出席したいと思いますので、早めに開催
日を教えていただきたい。
○今回は調整困難なためオンラインでお願いします。
○少し遅れる可能性があります。

深見　勝弘
藤沢市障がい児者ヘル
パー事業所連絡会

○湘南きょうだいの会　代表（現在、活動休止中）※全国きょうだい会にも過去に参加していました。
○藤沢市総合支援協議会　委員
○地域福祉計画推進委員会　臨時委員（ケアラー支援関連担当として）
○藤沢商工会議所青年部　理事

○連絡会の定例会において、ケアラーに対するアプローチの事例や関わり方、困りごとの共有などを積極
的に行なっています。

○ケアラー支援については、さまざまな課題や意識の違い、障壁
が多いと感じており、すぐに劇的な変化が見込めるわけではない
とは思います。
　ですが、ケアラー支援について注目が集まり、藤沢市でも条例が
制定され、協議会が立ち上がった今、大きな一歩が踏み出された
と感じています。
　私自身、障がいのある妹3人（みな身体障がい）の兄という立場
であり、特に子どもの頃はケアラーとしての役割を担っていた経
験もあり、ケアラーが困らない社会になることをめざして、それを
軸として、さまざまな活動を続けてきました。
　その結果として、この委員会に参加できることに繋がったのだな
と感じています。
　まずはこのことに感謝しています。微力ではございますが、粉骨
砕身の覚悟でチャレンジを続けますので、どうぞ宜しくお願いい
たします。

山田　大悟

特定非営利活動法人藤沢
相談支援ネットワーク
藤沢市発達障がい者相談
支援事業所　リート

○長年、障がい福祉にかかわらせていただいている中で、障がい者相談支援業務に10年以上携わってお
ります。会議体としましては、藤沢市総合支援協議会や藤沢市介護保険認定審査会、藤沢市内の小学校の
評議員などに参加してきました。

○当事業所では発達障がい特性での困りごとのみならず、発達のつまずきや環境との関係において長年
社会の居場所を見つけられず引きこもりの状態となっている相談が多数受けております。青年期から始
まった引きこもり生活が壮年期・中年期まで続き、高齢の親が中年期の子どもの生活を支えている状況で
の相談も増加しています。
　また、発達障がい特性をかかえる方が親になった際、就労や気分の不安定さに子の生活が脅かされるこ
とや、子が親の精神的な支えとなって生活が成り立っているというケースや、夫婦関係において、パート
ナーの発達障がい特性によって生活や精神面を支え続けることで疲弊している家族からの相談も増えてい
ます。
　そのような家族関係においては、社会で生きる苦しさをかかえる当事者を家庭内で支えることは「家族と
して当然」という思いに根付いた関係であるため、自身が「ケアラー」であり、当事者の要求に合わせる隷属
的な生活の中にいるという意識がない、もしくは意識はあってもその役割から抜けてはならないと感じて
いることが多くあります。
　そのために、家族が社会から孤立することがないよう支援関係を維持しながら、ケアラーとしての家族が
可能な限り自らの人生に目を向け、その家族関係から少しでも離れてよいと思える時間や感覚を意識する
ことの大切さを共有しています。また、同時に当事者が家族だけではなく第三者（支援者）の協力を得なが
ら社会とかかわっていくことを目指して支援を続けています。

○藤沢市において、ケアされる人とケアラーとして他者を支える
人々が、「自身の人生」を生きるための仕組みを作ることに寄与し
ていきたいと感じております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

和田　健太郎
藤沢市精神障がい者生活
支援連絡会

○自治会活動や、他課の会議体に参加した事はありません。
○平成１８年からケアマネジャーとして、平成２６年から相談支援専門員としてケース対応した中で、ケア
ラー支援が課題だったケースもありました。

○会員として研修会（ケアラー・ヤングケアラーへの理解と支援）へ参加。
○現場での経験が少しでもお役に立てばと思います。宜しくお願
いいたします。

大慈　めぐみ
訪問看護ステーション
ナースであんしん湘南

○訪問看護ステーション 管理者としての日々の関り、フットケアに関するセミナー
○藤沢市訪問看護ステーション連絡協議会

○今はまだ、具体的な取り組みは行えていません。

○ケアラーの方は、自身で気が付かないことや、ＳＯＳを出せな
い、抜け出したい現実と存在意義との見えない葛藤で苦しんでい
る方がいると思います。
　訪問看護では、ケアラーと思われる方に出会う機会があります。
その時に、どう行動すればいいのか？どんな支援に繋げるのか？
それは訪看の業務なのか？一線を越えているのか？など悩みま
す。
　在宅介護では家族の力を必要とする場面も多く、それを期待す
る自分もいて、矛盾している気持ちがあります。何が出来るのか
は分かりませんが、 訪問看護師としてだけではなく、1人の住民と
して、母として、看護師として、何かお役に立ちたいと思っていま
す。
よろしくお願いいたします。

北野　範之
藤沢市社会福祉協議会
（CSW）

○コミュニティソーシャルワーカー（CSW）として10年目を迎えました。 ○各部門での個別支援に取り組む中で、ケアラーに対する支援の実施につながることもあります。
○ケアラーとその家族を社会、地域全体で「気にかける」「支えるた
めの仕組みづくりや取組」を皆さんとともに考えていきたいです。
よろしくお願いいたします。

松本　眞理子
藤沢市民生委員児童委員
協議会
（主任児童委員連絡会）

○民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、青少年育成協議会、学校運営協議会に参加していた。
○障がいのある方や、高齢者、乳幼児の見守り。
○ファミリーサポートをしている（乳幼児から中学生まで）。

○藤沢市内のケアラーの現状を知りたい。
○これからサポートできるか？どのようにサポートしていけばよ
いのか？教えてほしい。

後藤　智子
藤沢市立小学校長会（藤
沢市立天神小学校）

大川 千幸
藤沢市立中学校長会（藤
沢市立高倉中学校）

○藤沢市立中学校長
○もう少し早く会議の開催日程を教えていただけると助かりま
す。

藤沢市ケアラー支援協議会　自己紹介シート



（当日追加資料）

委員氏名 所属団体等 これまで藤沢市で行ってきた取組について 所属団体等でケアラーに関して実施している取組について その他（委員会に参加する意気込み等）

伊草　光一
若年性認知症本人と家族
の会「絆会」

○当「絆会」代表として、月1回市役所分庁舎2階にて定例会を開催。
○在宅介護者の会「微笑みの会」、認知症の方を介護する家族会「ふれあい会」に参加。
○認知症本人の交流会・家族のつどい参加。

○介護保険サービスに限らず利用可能な障がい福祉サービスの活用を積極的に勧めてご家族の経済的負
担を少しでも減らせるようにすること。
○また、心のいやしのため、楽器演奏の鑑賞会を開催したり、こもりがちになりやすい、本人・家族のために
①公園等の散策会、②工場、各種施設の見学会、③収穫体験等の屋外体験活動にも取り組んでおります。

○一応、認知症の団体の代表をしておりますが、我が家には、思い
自閉症の息子が、おります。今は認知症だった妻がなくなったの
で、負担は減りましたが、妻が存命中、在宅で介護していた時は、
ダブルの介護をしていた時もありました。言葉で言い表せないよ
うな苦労もしてきました。
　是非、同じようなダブル・トリプル介護されている方がいられた
ら、行政サイドもより手厚いサービスができるように努力してくだ
さい。私たち「絆会」も可能な限りの協力をいたします。

樅山　枝里
ひとりやないで！～統合
失調症の親と向き合う子
向け家族会～

○＜講演活動＞
2024.3.3＠辻堂市民センター、主催：辻堂まちづくり会議、「ヤングケアラーについて考える」研修会
2025.2.9＠湘南台文化センター、主催：藤沢市、「孤独・孤立を考える」地域シンポジウム
○＜家族会＞
（予定）2025.9.20＠地域福祉活動センター「活動室３」

○神奈川県内で統合失調症の親と向き合う子向け家族会を2013年から階催。当時は子ども向けの居場
所が不足し、親向けの会に参加するも、立場の違いから共感を得られず、孤独感を持つ子が多かった。活動
を通じて、子どもの疲弊や社会的孤立を防ぎ、‘’ひとりやないで‘’を伝え続ける。

○元ヤングケアラーの経験を通じて、家族が幸せになれる仕組み
を皆さんと築いていけたらと思います。よろしくお願いいたしま
す。

中澤　美子

藤沢市高次脳機能障がい
者相談支援事業所
チャレンジⅡ
ご家族向け日中活動

○地域活動ホーム（湘南台）
　　息子が２０歳で高次脳機能障がいとなり、大学も中退し、行き場がなかったとき、
活動ホームを知る。預かってもらうつもりが、「できるのでは」と言ってもらえ、母親と二人で毎日通い障が
い児の遊び相手の楽しむ。
○絵本の部屋・ひまわり（別紙参照）
　公民館の読み聞かせ講座から月１回公園での読み聞かせの会ができる。その後「障
がい児にも絵本を」との話があり、並行して月１回公民館和室でのひまわりの活動を始める。「障がい児、
きょうだい児、両親、みんなで・・・」ここで息子の居場所、役割ができる。
○心のバリアフリー講習会【高次脳機能障がい】
　2025年1月25日：パネラーとして登壇。

○チャレンジⅡ（高次脳機能障がい者の家族向け日中活動において）
　　・家族のフリートーク
　　・家族交流会（食事会・お茶会）
　　・症状に関する専門家による勉強会
　　・施設見学等
○放課後等デイサービス：遊びリパークリノア（辻堂）
　　・障がいがある子どもたちに月１回絵本を読む
○湘南希望の郷（息子が入所）
　　・家族部会長（2025年3月末まで２年間）
　　・光友会推進協代議員（２０２５年4月から）

○皆様のお話を伺い、学べたらと思っています。
○これまで出会った色々な方たち（障がい児、きょうだい児、家
族、施設スタッフ、在宅ケアをしている友人・・・）の思いも大事に参
加させていただきます。

田中　誠実 藤沢商工会議所

　○これまで藤沢市においては、地域の産業・福祉・文化の振興に向けた多様な取り組みに参画してまいり
ました。経営支援部に所属してから現在に至るまで、藤沢市の街なみ継承地区魅力向上店舗集積事業選考
委員会、障がい者総合支援協議会就労・進路支援部会、障がい者差別解消支援地域協議会、文化財保存活
用地域計画策定協議会等の各種委員を務め、関係機関と連携しながら地域課題の解決に取り組んでおりま
す。
　また、藤沢市が主催していた「藤沢市民まつり」や「ふじさわ元気バザール」については、現在、当所の経営
支援部振興課が実行委員会の事務局を担い、藤沢市担当課の職員の皆様とともに、事業の企画立案から調
整、実施までの運営全般に携わっております。
　これらの活動を通じて、地域との連携強化や市民参加の促進、地域経済の活性化に寄与してまいりまし
た。

○当所には多くの会員企業（約3,500社）が所属しており、市内商工業者は約13,000社にのぼることか
ら、月１回（半日）の予約制で、社会保険労務士による経営専門相談（労務相談）を実施しております。
　この相談では、労務管理や働き方に関する幅広いご相談を受け付けており、ケアラー（仕事と介護を両立
する従業員等）に関するご相談も対応可能な体制としております。
　現状では、市内事業所の経営者・役員・従業員等からケアラーに関する具体的なご相談はいただいており
ませんが、今後のニーズに応じて、必要な情報提供や支援が行えるよう備えております。

○全国的に高齢者比率が高まる中、介護を担う家族や身近な支援
者（ケアラー）の数も着実に増加しています。そうした現状を踏ま
え、市内中小企業では慢性的な人手不足が続いており、従業員の
介護離職を未然に防ぐための取り組みは、今後ますます重要に
なっていくと強く感じております。
　当協議会の委員として、地域で働く人々が仕事と介護を両立で
きるような環境づくりを進めていくことが、自身に与えられた大
切な役割だと認識しています。
　今後も、会員事業者や従業員の皆さまの声を丁寧に伺いなが
ら、その貴重なご意見が少しでも支援策に反映されるよう、真摯
に取り組んでまいります。

興邊　義人 湘南地域連合

青木　由美恵 関東学院大学看護学部
○ヤングケアラーに関する調査
○ヤングケアラーに関する講演会・勉強会

○「横浜ヤングケアラーヘルプネット」で相談役的役割 ○皆さんとともに有意義な場としたいです。
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条例について

1

「キュンとするまち。藤沢」
公式マスコットキャラクター ふじキュン♡

資料1
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１ ケアをされる人もする人も自分らしい生き方が
できる藤沢づくり条例（ケアラー支援条例）に
ついて

【前文】

人は、みな誰かから身体や心のケアをされて生きています。人生の中で

は、誰もがケアをされる側にもケアをする側にもなります。

ケアは、人と人との関係をつなぐ大切な行為です。

しかし、そのケアをケアラーだけが担って孤立することによって、心身の

健康を害したり、人生の選択に困難が生じ自分らしい人生を諦めたりするよ

うなことがあってはなりません。

ケアを必要とする当事者への社会的な支援が十分に得られるように努

めるとともに、ケアをされる人もケアをする人もどちらもが大切にされ、夢と

希望を持って健康で文化的な自分らしい人生を送ることができるよう、社

会の仕組みを整えていくことが必要です。

ケアをされる人とケアをする人の声や希望を政策に反映し、「誰一人取

り残さない」藤沢をつくることを目指し、この条例を制定します。
2
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２ ケアラー支援条例の目的について

【目的（第1条） 】

➢ ケアラー及びケア対象者を社会全体で支えるため、

ケアラーに対する支援（以下「ケアラー支援」という。）

に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民等、

事業者、関係機関及び学校等の役割を明らかにすると

ともに、ケアラー支援に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図ることにより、全てのケアラーが

健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現

することを目的とします。

3
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4

３ ケアラー支援条例の基本理念について

【基本理念（第3条） 】

（１）ケアラー支援は、全てのケアラーとケア対象者の意思が

尊重され、将来に夢と希望を持って健康で文化的な生

活を営むことができるように行われなければならない。

（２）ケアラー支援は、ケア対象者及びその家族等に対する

包括的な支援が行われなければならない。

（３）ケアラー支援は、市、市民等、事業者、学校等を含む

関係機関、民間支援団体等の多様な主体が互いに

連携しながら、ケアラーが孤立することのないよう社会

全体で支えるように行われなければならない。
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5

３ ケアラー支援条例の基本理念について

【基本理念（第3条） 】

（４）ヤングケアラーへの支援は、市、市民等、事業者、学校等

を含む関係機関、民間支援団体等の多様な主体が互い

に連携しながら、子どもの権利が最大限に尊 重され、

心身の健やかな成長及び発達並びに適切な教育の機会

が確保されるよう に行われなければならない。

（５）若者ケアラーへの支援は、子どもから社会人への移行

期であること及び社会生活上の重要な選択がなされ

ることの多い時期であることを踏まえて行われなければ

ならない。
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6

４ その他の記載事項について

これまで、お伝えした内容の他に

【定義（第２条）】

【市の責務（第４条）】

【市民等の役割（第５条）】

【事業者の役割（第６条）】

【関係機関の役割（第７条）】

【学校等の役割（第８条）】

などがあります。
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協議会について

1

「キュンとするまち。藤沢」
公式マスコットキャラクター ふじキュン♡

資料２
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１ ケアラー支援協議会の設置について

【設置】

◆ ケアラー支援条例の基本理念にのっとり、市が設置

➢ ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するため

介護、障がい者及び障がい児の支援

医療、教育又は児童の福祉に関する制度

その他ケアラー支援に関する制度

勘

案
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3

２ ケアラー支援協議会の協議事項について

【協議事項】

◆ ケアラー支援に係る計画及び施策に関すること

◆ ケアラー支援に資する多様な主体による支えあいの

地域づくりに関すること

◆ その他ケアラー支援について必要な事項

* 令和７年度は、主に（仮称）藤沢市ケアラー支援計画の

策定に向けた意見交換を予定しております。
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4

３ ケアラー支援協議会委員について

【委 員】（藤沢市規則第４１号藤沢市ケアラー支援協議会規則第３条及び4条）

◆ 関係機関又は民間支援団体に属する者

◆ ケアラー又はケアラーの経験がある者

◆ 市内に事業所を有する企業又は地域経済団体に属する者

◆ 労働組合に属する者

◆ 学識経験のある者

◆ その他市長が必要と認める者

◆ 20人以内
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5

４ 計画策定に向けた協議会における委員の役割

初年度となる今年度につきまして、計画策定に向け、委員の方々には、
次のようなご意見をいただきたいと考えております。

１ ヤングケアラー、ビジネスケアラー、ダブルケアなど

ケアラーの状況を共有するための情報提供

２ ケアラーが地域生活を安心して継続するために

「必要な支援」及び「地域づくり」に向けたご意見

３ 委員の方々の母体である組織の活動について

効果的な連携に向けたご意見

４ 委員や事務局からの提案について実施や実現に向けた

ご意見
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6

５ 本日の内容について

（１）計画のイメージの共有

（２）本市、国及び県が実施した調査データの情報共有

意 見 交 換



資料3（差し替え資料）

協議会関連 計画関連 その他

R7.4月 条例及び規則施行 ホームページ作成

5月

5/19（月）16:30～
＠6-1会議室
第1回協議会

＊計画イメージの共有

6月

7月

7/1(火)10:30～
@8-1.2会議室
第2回協議会

＊計画骨子（案）の協議

8月

8/5(火)10:30～
@8-1.2会議室
第３回協議会

＊計画素案の協議

9月

10月

10/22(水)10:30～
@6-1会議室（変更の可能性あり）

第4回協議会
＊計画素案のブラッシュアップ

11月
パブリックコメント

（11月中旬～12月中旬）

12月 議会：素案報告

R8.1月

1/13(火)10:30～
@8-1.2会議室
第5回協議会

＊計画最終案の協議

2月 議会：最終報告 シンポジウム・講演会

3月

3/17(火)10：30～
@5-1.2会議室
第6回協議会

＊必要に応じて開催

ケアラー支援協議会関連スケジュール

アンケート及びヒアリング



藤沢市
Fujisawa City

ふじキュン♡

（仮称）藤沢市ケアラー支援計画イメージ

資料４
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計画の性格について

【性格】

◆ 条例の趣旨を踏まえると、市の事業を個々に詳述す
るものではなく、市、市民、事業者等の役割や行動
の指針、支援に対する考え方を示すもの

➢ 詳細な事業等の掲載を中心とするよりは、ケアラー
支援に関する理念計画の要素が強い



藤沢市
Fujisawa City

33

計画の位置づけについて

【位置づけ】

◆ 当初は地域福祉計画との整合を図りつつ独立した計画
として策定

◆ 将来的には
➢ 「（仮称）藤沢市地域福祉計画２０３２」において、
「（仮称）地域福祉計画2032＜中間見直し＞」に
包含すること記載予定

➢ 令和１２年度以降は、地域福祉計画に包含
（章立て、または別冊）する
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計画の期間について

【計画の期間】

◆ 当初：令和８年度～令和１１年度

◆ 令和12年度以降:
地域福祉計画の改定の時期に合わせていく
➢ 市の事業については、資料集として一覧掲載をする
形を想定
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55

骨格のイメージ

◆ 趣旨・背景

◆ 性格・位置づけ

◆ 計画期間
➢ 2026年度（令和8年度）～2029年度（令和１１年度）

◆ 状況分析 国・県等の統計資料、市の各種調査から

◆ 計画の基本理念・基本方針・取組の考え方など

◆ 計画の進捗

◆ 資料集（市の関連施策事業集）



資料５

茨城県ケアラー支援推進計画 栗山町ケアラー支援計画 鎌倉市地域福祉計画（別添） 第２期埼玉県ケアラー支援計画 栃木県ケアラー支援推進計画

課題等の把握

〇早期発見・早期支援

〇支援へのつなぎ

〇状況に応じた適切な支援

〇ケアラーへの理解と周知

〇支援を担う人材

〇相談・交流できる場所

〇包括的な相談・支援体制の
   構築

〇ヤングケアラーの実態把握と
   支援体制の構築

〇ケアラーへの包括的支援

〇ヤングケアラーへの配慮

〇若者ケアラーへの配慮

〇年齢を問わないケアラー
   への支援

〇社会的認知度の向上

〇複合課題の増加と包括的な
   支援体制の構築

〇孤立の防止

〇介護離職の防止

〇支援を担う関係機関の
   人材の育成

〇ヤングケアラーの支援体制の
   構築

〇認知度、早期発見・早期把握

〇相談・支援体制の充実

〇関係機関の連携

〇関係機関におけるケアラー
   支援の視点の確保

ケアラー支援の
基本方針・体系

〇認知度向上・理解促進

〇相談・支援体制の整備

〇多様な支援施策の推進

〇人材の育成

〇広報及び啓発活動

〇支援を担う人材の育成

〇包括的な相談・支援体制

〇ケアラー同士が交流・情報交換
   できる場の設置

〇障がい者及び子育て支援の
   充実

〇国、道、関係市町村への情報
   発信及び要望

〇広報及び啓発

〇体制の整備

〇ケアラー支援に関する施策の
   推進
　・人材育成
　・情報共有
　・相談支援体制の整備・構築
　　及び伴走支援
　・つながり・支え合いの推進
　・自立支援
　・ケア対象者への支援

〇ケアラー支援を支えるための
   広報啓発の推進

〇行政におけるケアラー支援
   体制の構築

〇地域におけるケアラー支援
   体制の構築

〇企業におけるケアラー支援
   体制の構築

〇ケアラーを支える人材の育成

〇ヤングケアラー支援体制の
   構築・強化

〇普及啓発等の促進

〇相談・支援体制の充実

〇関係機関等の連携強化

〇人材の育成及び確保

　

他自治体の計画における課題の把握状況と基本方針
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郷土愛あふれる藤沢

各種調査におけるケアラーの状況と
着目すべき点について

（調査抜粋）

資料６
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◆（仮称）ケアラー支援計画については、市、市民、事業者等の

役割や行動の指針、支援に対する考え方を示すものです。

◆ケアラー支援について、行動の指針や、支援に対する考え

方を協議していくにあたり、「ケアラーの状況、悩み及び

求められるもの」の把握が必要となることから、

いくつかの調査結果から考えられることをお示しします。
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１ 本市の過去の調査の例

◆藤沢市ケアを担う子ども（ヤングケアラー）についての調査

（藤沢市調査）

◆2017年6月発行

◆一般社団法人日本ケアラー連盟

ヤングケアラープロジェクト執筆・編集

◆この調査は、2016年に藤沢市の教員に対して実施された

ヤングケアラー調査です。

◆藤沢市の公立小中学校・特別支援学校55校の教員、

1,098人を対象に実施されたものです。
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１ 本市の過去の調査の例

◆ 子どもがケアをしている相手（複数回答可）、508人中

➢ きょうだい：239人（47.0％）

➢ 母親：212人（41.7％）

◆ 子どもがしているケアの内容（複数回答可）、508人中、

➢ 家事：275人（54.1％）、

➢ きょうだいの世話：268人（52.8％）

➢ 食事や着替えなどの身の回りの世話：83人（16.3％）

➢ 見守りなどを含む感情面のサポート：67人（13.2％）

➢ 子どもが入浴介助やトイレ介助などの身体介助：13人（2.6％）
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郷土愛あふれる藤沢

２ 他の調査(1)

◆ 令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業ヤングケアラーの実態

に関する調査研究について（国調査）

◆ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

◆ この調査は、2020年に実施された学校及び中高生に対する調査です。

◆ 全国の公立中学校（回收数754校）、公立全日制高校（回收数249校）、

公立定時制高校（回收数27校）及び通信制高校（回收数35校）を

対象とした学校調査（郵送）

◆ 全国の中学2年生（回收数5,558人）、

全日制高校2年生（回收数7,407人）、

定時制高校2年生（回收数366人）、通信制高校生（回收数446人）を

対象とした生徒への中高生調査（Web）です。
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郷土愛あふれる藤沢

２ 他の調査(1)

◆ 学校調査におけるヤングケアラーと思われる子どもが「いる」と回答した

学校の子どもの状況（複数回答可）

➢ 最も高い回答：いずれの学校種でも

「家族の代わりに、幼いきょうだいの世話をしている」

* 定時制高校で94.7％、中学校で79.8％、

通信制高校で71.4％、全日制高校で70.2％

➢ 次に高い回答：「障がいのある家族に代わり、家事をしている」

* 定時制高校：73.7％、通信制高校：66.7％、

全日制高校：56.5％、中学校：29.3％

➢ 「家族の通訳をしている」という回答

* 定時制高校：47.4％、通信制高校：38.1％、

全日制高校：36.3％、中学校：23.4％



7

Copyright © Fujisawa City , All rights Reserved. 

郷土愛あふれる藤沢

２ 他の調査(1)

◆中高生調査における世話をしている家族が「いる」と回答した

中高生に、世話を必要としている家族についての質問

（複数回答可）

➢ 最も高い回答：いずれの学校種でも「きょうだい」

* 中学2年生：61.8％、全日制高校2年生：44.3％、

通信制高校生：42.9％、定時制高校2年生：41.9％

➢ 次に高い回答：いずれの学校種でも「父母」

◆中高生調査において世話を必要としてる家族として「きょうだい」

と回答した中高生の世話の内容（複数回答可）

➢ 最も高い回答

* 中学2年生：「見守り」：68.0％、

全日制高校2年生：「家事」：56.6％、

定時制高校2年生：「きょうだいの世話や保育園等への送迎な

ど」及び「見守り」：46.2％、

通信制高校生：「家事」：71.4％
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２ 他の調査(1)

◆世話を必要としてる家族として「父母」と回答した中高生に、世話の内容

（複数回答可）

➢ 最も高い回答：いずれの学校種においても「家事」

* 通信制高校生：75.0％、中学校2年生：73.3％、

定時制高校2年生：72.7％、全日制高校2年生：68.1％

➢ その他で高い回答：「感情面のサポート」

* 通信制高校生：56.3％、定時制高校2年生：36.4％、

中学2年生：22.7％、全日制高校2年生：17.6％
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２ 他の調査(1)

◆中高生調査における世話をしている家族が「いる」と回答した中高生に、
「世話をしているために、やりたいけれどできていないこと」

➢ 最も高い回答： 「特にない」→中学2年生（58.0％）、

全日制高校2年生（52.1％）

定時制高校2年生（58.1％）

「自分の時間が取れない」→通信制高校（40.8％）

➢ 次に高い回答：

「自分の時間が取れない」→中学2年生（20.1％）、

全日制高校2年生（16.6％）

定時制高校2年生（19.4％）

「友人と遊ぶことができない」→通信制高校生（30.6％）
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２ 他の調査(1)

◆中高生調査において、世話をしている家族が「いる」と回答した中高生に

おける「世話について相談した経験の有無」

➢ いずれの学校種でも相談した経験が「ある」が2～3割、

「ない」が5～6割

➢ 「世話について相談をした経験がない」と回答した中高生の理由

* 最も高い回答： 「誰かに相談するほどの悩みではない」

* 次に高い回答：「相談しても状況が変わるとは思わない」

➢ 「世話について相談をした経験がある」と回答した中高生の相談相手

* 最も高い回答：いずれの学校種でも「家族」

* 中学2年生（69.6％）、全日制高校2年生（69.4％）、

定時制高校2年生（70.0％）、通信制高校生（76.5％）
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２ 他の調査(1)

◆「世話をしている家族がいる」と回答した中高生における

「学校や大人に助けてほしいこと、必要な支援」

➢ 最も高い回答：通信制高校生を除き「特にない」：約4割

➢ その他で高い回答：「学校の勉強や受験勉強など学習サポート」

「自由に使える時間がほしい」
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２ 他の調査(2)

◆ 神奈川県ケアラー（家族介護者）実態調査の結果について（県調査）

◆ 神奈川県高齢福祉課

◆ この調査は、2021年2月上旬から1か月の間、神奈川県が県内の

地域包括支援ケアセンター（364か所）を訪れた

家族介護者（ケアラー）を対象に、地域包括支援センター経由で

集計（回答数584件）した調査です。
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２ 他の調査(1)

◆ケアラーとして、行っているケアの内容（複数回答可）

➢ 一人で複数のケアを実施していることが多い。

* 「家事」：73.1％、「通院援助」：69.8％、

「金銭管理」：50.2％、「精神的介護」：52.2％、

「役所等の諸手続き」：67.4％

◆ケアラーの悩み

➢ ５５．１％が何らかの悩みがある

* 「心身の健康」：３８．７％、「無回答」：31.0％、

「自分の自由な時間が取れない」：２４．３％、

「将来への見通しが持てない」：21.2％、

「ケアをしている相手との関係」：21.1％
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２ 他の調査(2)

◆ケアラーが必要とする支援

➢「ケアラーに役立つ情報の提供」：４０．８％

➢「緊急時に利用できて被介護者の生活を変えないサービス」：２６．７％

➢「気軽に休息や睡眠がとれる機会の確保」：２４．０％

➢「気軽に情報交換できる環境の紹介・提供」：２２．４％

➢「勤務しやすい柔軟な働き方」：２１．７％

➢「電話や訪問による相談体制の整備」：２１．１％
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３ 各調査を通じて着目したい点

（１）ヤングケアラーの共通項（藤沢市及び国調査）

➢ ヤングケアラーがケアをしている相手：

「きょうだい」及び「父母」

（２）ケアの内容（藤沢市、国及び県調査）

➢ 「家事」、「感情面のサポート（精神的介護）」

➢ ヤングケアラー：きょうだいの世話（見守り、送迎、着替え）

（３）ケアラーの困りごとや悩み（国及び県調査）

➢ ケアラー全般として、特にないという回答が多いもものの

「自分の時間が取れない」という回答が高い

➢ 県調査においてケアラーの５５．１％が悩みを抱えている
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３ 各調査を通じて着目したい点

（４）中高生調査において「学校や大人に助けてほしいこと、必要な支援」

（国調査）

➢ 通信制高校生を除き「特にない」が約4割で最も高い

➢ 「特にない」以外：「学校の勉強や受験勉強など学習サポート」

「自由に使える時間がほしい」

（５）中高生調査において、世話をしている家族が「いる」と回答した

中高生に、「世話について相談した経験の有無」（国調査）

➢ いずれの学校種でも相談した経験

* 「ある」が2～3割

* 「ない」が5～6割

➢ なぜ相談しない（しなかったのか）→いずれの学校種でも

* 「誰かに相談するほどの悩みではない」が高く

* 次いで「相談しても状況が変わるとは思わない」
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３ 各調査を通じて着目したい点

（６）ケアラーが必要とする支援（県調査）

➢ 「ケアラーに役立つ情報の提供」：４０．８％

➢ 「緊急時に利用できて被介護者の生活を変えないサービス」：２６．７％

➢ 「気軽に休息や睡眠がとれる機会の確保」：２４．０％

➢ 「気軽に情報交換できる環境の紹介・提供」：２２．４％

➢ 「勤務しやすい柔軟な働き方」：２１．７％

➢ 「電話や訪問による相談体制の整備」：２１．１％

（７） （５）と（６）のから考えられる点

➢ （５）イ（イ）の「相談しても状況が変わるとは思わない」

➢ （6）アの「ケアラーに役立つ情報の提供」：４０．８％

➢ 上記の状況から、「どこに」「どのような」「有用な情報があるのか」を

周知することは重要



藤沢市
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この後のお時間では、

忌憚のないご意見をお願いいたします。

ふじキュン♡ 18




